
現在は、社会状況が大きく、めまぐるし
く変化する時代の変革期にあり、未来への
展望が不透明感を増す一方、少子高齢社会
の進行、地方分権の推進、行財政改革の実
現など解決すべき課題も多く、さらには行
政経営にもスピードときめ細やかさが求め
られています。
このような現状を踏まえ、第11次秋田市
総合計画（以下「本総合計画」という）は、
未来への指針として、秋田市がめざすべき
将来都市像を市民と共有し、ともに取り組
み、実現させることを目的に策定しました。

前提要因

1 計画の目的

前
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要
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に
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て

第11次
秋田市総合計画に

ついて
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第１



本総合計画は、平成19年度から27年度ま
での９年間を計画期間とします。

本総合計画は、長期的に秋田市がめざす
目標を定めた基本構想と、その目標を実現
するための具体的な手段を定めた期間計画
によって構成されます。
基本構想は、９年間の計画期間を貫く長
期的な視点による目標として策定するもの
であり、秋田市のめざす将来都市像、分野
別将来都市像および重点・横断テーマによ
り構成されます。
基本構想は、地方自治法第２条第４項で
定められ、総合的かつ計画的な行政運営を
はかるための指針として策定するものであ

り、平成18年12月22日に「秋田市行政の基
本構想」として議決されました。
期間計画は、基本構想で定められた９年
後の将来都市像を見据え、それを実現す
るための向こう３年間の目標や取り組み
と計画期間全体の展望を定めたものであ
り、目的体系に基づく施策や事業、重
点・横断テーマの具体的な内容などによ
り構成されます。
期間計画は、秋田市を取り巻く情勢、社
会状況、市民ニーズ等の変化および計画の
進捗状況や成果の検証を踏まえ、３年ごと
に見直します。
この見直しにより、期間計画は精度を高
め、基本構想の目標実現に確実に近づいて
いく計画となります。
このように、本総合計画は、平成19年度
から27年度の計画期間を見通した基本構想
と、３年ごとに見直す柔軟性を持った期間
計画の２部構成となっています。

2 計画の期間と構成

２　計画の構成

１　計画の期間

緑あふれる新県都プラン（前期）～H22

第5次秋田市総合都市計画（前期）～H22

緑あふれる新県都プラン（後期）～H27

第5次秋田市総合都市計画（後期）～H32

19-21期計画 22-24期、25-27期計画展望 

22-24期計画 25-27期計画展望 

25-27期計画 

基本構想 

第11次秋田市総合計画 第10次秋田市 
総合計画 

～H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28～ 

期間計画 

「
し
あ
わ
せ
実
感 

 

緑
の
健
康
文
化
都
市
」 

 

の
実
現 

第 11 次 秋 田 市 総 合 計 画 の 構 成 イ メ ー ジ 図

前
提
要
因
─
第
1

第
11
次
秋
田
市
総
合
計
画
に
つ
い
て

第 11 次 秋 田 市 総 合 計 画

10

※地方自治法第２条第４項
市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに
即して行なうようにしなければならない。



本総合計画は、今後の市政推進にあたり、

すべての市民と共有することができ、わか

りやすく、実現性の高い計画とすることを

基本に策定しました。

このことから、本総合計画は、以下のよ

うな特徴を備えています。

本総合計画では、実現をめざす将来の秋
田市の姿である将来都市像をより具体化し
たものとして、５つの分野別将来都市像を
定めました。（基本構想P33参照）
この分野別将来都市像は、市民のしあ

わせを実現するという視点から、人口や
市民生活に関する様々なデータ、各種制
度改正や社会経済動向などの状況を把握、
分析し、これを基礎として設定しました。
このように、客観的なデータや事実の分
析に基づく分野別将来都市像の設定を行う
ことにより、目標を現在の状況を見据えた
現実的なものにするとともに、その実現の
ための戦略や手段に確実性と有効性を持た
せ、すべての市民と共有できる計画としま
した。

本総合計画は、基本構想と期間計画によ
り構成しています。
このうち、基本構想は、計画期間であ

る平成27年度までの９年間において、秋
田市が実現をめざす、揺るぎない目標を
将来都市像とし、市政推進の最も基本的、
根本的な方向性を定めたものです。
また、目標を実現するための手段は、市

民生活や市政を取り巻く環境の変化に応
じ、見直していく必要があるため、期間計
画を３年ごとに見直し、時代の変化に迅速、
柔軟かつ的確に対応していきます。

本総合計画では、施策や事業を共通の目
的ごとに整理し、体系化をはかりました。
これは、施策・事業の全体像を把握し、

今後の取り組みの方向性を明らかにするこ
とや、目的が共通、または類似する施策・
事業を統合し、行政の効率化をはかること
などのためです。
これに加え、市民が目的体系図（期間計画

P４、５参照）を参照することにより、秋田
市が何のためにどのような施策・事業を展
開しているのか、あるいは今後展開してい
くべきかなどを理解し、検証することがで
きる計画としました。

3 計画の特徴

客観的なデータや事実の分析に
基づく分野別将来都市像の設定

１　
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３　施策・事業の目的体系の構築

中長期的な目標設定と
変化への迅速な対応の両立

２　



平成17年１月11日に、旧河辺町、旧雄
和町との合併により新秋田市が誕生しま
した。
市町合併による行政区域の拡大は、自

然・人材・文化などの地域資源が増えるこ
とにつながり、高速道路網・秋田新幹線・
港湾・空港といった陸・海・空の交通結節
点や豊かな自然環境、地域に根ざした伝統
文化などの有形・無形の地域資源の一体的
活用が可能となりました。秋田市のさらな
る発展のためには、このような、多様な地
域資源を十分に連携・活用することが求め
られます。
また、市町合併により、住民の生活圏域
と行政区域を一体的に考えながら、広域的
な観点からの行政サービスの提供や、より
効率的かつ効果的な公共施設整備・土地利
用を行うことが可能となりました。
市町合併により生じたこれらの変化を市
政運営に反映させる必要があります。

我が国は、世界的にみても急速に少子高
齢社会が進行しています。平成17年には、
人口の自然動態における減少が増加を上回
り、人口減少社会を迎えています。
また、出生率が著しく低下するなか、高
齢者が人口に占める割合は年々高くなって
おり、今後の社会経済に様々な影響を与え
ることが予想されています。

秋田市においても、こうした傾向は顕著
であり、今後は、次世代の育成や高齢者を
支える「現役世代」の協力・連携体制の構
築など、社会全体で支えあいながら効果的
な施策展開をはかることが求められます。

社会経済の構造改革などにより、日本経
済は長く続いた低迷期から回復していま
す。しかし、人・モノ・金・情報が集積す
る大都市圏と、人が流出し公共事業への依
存率が高い社会経済構造の地方では、雇用
や賃金をはじめとし、様々な格差が生じて
います。
こうした大都市圏と地方の格差は、大き
な社会問題としてクローズアップされてお
り、その差は依然として拡大しています。
このような現状を踏まえ、秋田市の活力
を維持し発展させるため、地域経済の振興
をはかりながら、セーフティネットの整備
も含めて、秋田市の特色をいかした取り組
みが必要です。

4 計画策定の理由
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１　旧河辺町、旧雄和町との合併

３　大都市圏と地方の格差拡大

２　人口減少と高齢化の進行



市民のライフスタイルや価値観の変化に
ともない、市民ニーズは多様化・高度化し
ています。また、地方分権の進展により、
今後、市が担う責任と役割が増すことが予
想されます。
一方で、秋田市では、今後も厳しい財政
状況が続くと見込まれていることから、多
様な市民ニーズに応え、責任を果たしてい
くためには、新たな考え方のもとでの行政
経営を行っていくことが求められます。
そのため、「自分たちの地域は自分たち

でつくる」という住民自治の原点を見つめ
直したうえ、市と市民がそれぞれの責任を
再認識し、地域の課題を迅速かつ効果的に
解決していく仕組みとして、「市民協働」
と「都市内地域分権」を推進する必要があ
ります。

平成12年の地方分権一括法の施行以来、
地方分権の流れは確実に進んでいます。特
に国と地方の税財政のあり方を見直す三位
一体の改革では、国から地方へ一定の税源
の移譲が実現しました。その一方で、本来、
地方固有の財源である地方交付税について
も、そのあり方が見直されようとしています。
また、第28次地方制度調査会の答申を受

け、地方自治体のマネジメント機能強化に
向けて副市長制度が導入されたことに加
え、より効率的な行政運営を行うための改
革や、議会の各種機能の充実・強化をはか
るための制度改正が行われています。さら
に、広域的行政体制のあり方については、
同調査会の答申を基礎に道州制の議論がな
されています。
これらの動向に適切に対応しながら、今

後、秋田市は、市民に最も身近な行政主体
として、今まで以上に大きな責任と役割を
担い、市民福祉の一層の向上をはかってい
く必要があります。
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４　市民協働・都市内地域分権の必要性 ５　地方自治制度の改革


	前提要因
	第1 第11次秋田市総合計画について
	1 計画の目的
	2 計画の期間と構成
	3 計画の特徴
	4 計画策定の理由



